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新年のご挨拶 … ２

新型コロナウイルス感染症に負けるな！応援プロジェクト … ５

市制施行 100 周年・水道創設 90 周年事業 … ７

令和２年分市民税・県民税の申告と相談… ８

今月の表紙

青少年野外活動センターで、
門松作り教室を開催しました。
地元産の稲わらや竹を利用し
た、立派な門松ができました。

手作りの門松で、
お正月準備。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載したイベントや講演会などが中止になる

可能性があります。ご理解・ご協力をお願いします。



　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
健
や
か
に
お
正
月
を

お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶よ
ろ
こび
申
し
上

げ
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
昨

年
１
月
に
国
内
初
の
感
染
者
が
確

認
さ
れ
て
以
来
、
全
国
的
な
感
染

拡
大
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
各
種
事
業
の
中

止
や
遅
延
な
ど
、
市
政
運
営
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、

市
民
生
活
や
経
済
活
動
に
長
ら
く

大
き
な
制
約
を
課
し
、
未
だ
収
束

の
目
途
が
立
た
な
い
状
況
で
す
。

　
こ
う
し
た
中
、
本
市
で
は
、
国

の
臨
時
交
付
金
を
最
大
限
活
用
し

つ
つ
、
新
し
い
生
活
様
式
へ
の
転

換
を
図
る
と
と
も
に
、
感
染
拡
大

防
止
や
地
域
経
済
の
活
力
回
復
な

ど
に
向
け
た
様
々
な
取
り
組
み
を

続
け
て
お
り
ま
す
。

　
一
方
、
１
３
０
０
年
余
の
歴
史

を
誇
る
桐
生
の
繊
維
産
業
に
お
き

ま
し
て
は
、
地
元
事
業
者
が
そ
れ

ぞ
れ
の
強
み
を
生
か
し
た
マ
ス
ク

を
製
造
・
販
売
す
る
動
き
が
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
。
桐
生
商
工
会
議

所
が
中
心
と
な
り
、
「
メ
イ
ド
イ

ン
桐
生
の
マ
ス
ク
」
と
し
て
ブ
ラ

ン
ド
化
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
関
係
機

関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
国

内
外
の
市
場
開
拓
を
支
援
し
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
「
幸
福
実
感

度
」
や
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標

（
Ｓエ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

Ｄ
Ｇ
ｓ
）
」
の
観
点
を
取
り

入
れ
た
本
市
の
最
上
位
計
画
で
あ

る
「
桐
生
市
第
六
次
総
合
計
画
」
、

そ
し
て
人
口
減
少
対
策
及
び
桐
生

な
ら
で
は
の
地
方
創
生
を
目
指
す

「
第
２
期
桐
生
市
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
を
策
定

し
、
現
在
、
両
計
画
を
一
体
的
に

推
進
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
新
た
な
指
針
に
基
づ
き
、

昨
年
3
月
に
は
、
公
民
連
携
に
よ

る
観
光
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

拠
点
と
し
て
、
観
光
情
報
セ
ン
タ

ー
「
シ
ル
ク
ル
桐
生
」
を
開
設
し

ま
し
た
。
ま
た
今
月
に
は
、
市
民

の
安
心
安
全
な
ス
ポ
ー
ツ
活
動
拠

点
と
し
て
整
備
し
た
新
市
民
体
育

館
が
オ
ー
プ
ン
し
、
陸
上
競
技
場

の
改
築
工
事
も
年
度
内
に
完
了
す

る
見
込
み
で
す
。
さ
ら
に
、
長
年

の
悲
願
で
あ
り
ま
し
た
新
桐
生
駅

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
工
事
に
つ

き
ま
し
て
も
、
東
武
鉄
道
と
の
連

携
に
よ
り
着
手
で
き
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
皆
様
に
は
、
こ

れ
ら
の
施
設
を
有
効
利
用
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
し
て
今
年
、
令
和
3
年
は
、

本
市
の
市
制
施
行
１
０
０
周
年
・

水
道
創
設
90
周
年
の
記
念
す
べ
き

年
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
節
目
を
市

民
の
皆
様
と
と
も
に
祝
い
、
新
た

な
１
０
０
年
に
向
け
た
明
る
い
未

来
を
描
け
る
ま
ち
を
目
指
し
、
様

々
な
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

新たな 100 年に向けた、
明るい未来を描けるまちを目指して

す
。
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
4
月

か
ら
5
月
に
か
け
て
新
川
公
園
ほ

か
市
内
5
か
所
を
会
場
と
す
る

「
花
と
緑
の
ぐ
ん
ま
づ
く
り
２
０

２
１
in
桐
生 

ふ
る
さ
と
キ
ラ
キ

ラ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
の
開
催
、

9
月
に
市
民
文
化
会
館
を
会
場
と

す
る
子
ど
も
た
ち
の
職
業
体
験
イ

ベ
ン
ト
「
ミ
ニ
き
り
ゅ
う
」
の
実

施
、
12
月
の
完
成
を
目
指
す
「
未

来
へ
は
ば
た
け　
山
田
製
作
所
桐

生
が
岡
動
物
園
」
の
レ
ッ
サ
ー
パ

ン
ダ
舎
新
設
な
ど
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

　
今
後
も
、
総
合
計
画
に
定
め
る

将
来
都
市
像
「
感
性
育
み　
未
来

織
り
な
す　
粋
な
ま
ち
桐
生
」
を
、

市
民
の
皆
様
と
共
に
感
じ
、
共
に

創
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ

ら
ぬ
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
年
に
あ
た
り
、
皆
様
の
ま
す

ま
す
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か

ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
年
頭

の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

桐生市長　荒木 恵司
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桐
生
市
議
会
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長

　
北
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人
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岡
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純
朗
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石
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人
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内
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井
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雅
彦

市の持続的発展のため、
全力を傾注してまいります

新年のご挨拶

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
令
和
３
年
の
新
春
を
穏
や
か

に
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶よ
ろ
こ

び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
平
素

よ
り
市
議
会
の
活
動
に
つ
い
て
多

く
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
、

改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
流
行
に
よ
り
国
内
外
を

問
わ
ず
未
曾
有
の
危
機
に
直
面
い

た
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り

世
の
中
の
多
く
の
動
き
は
制
約
を

受
け
、
私
達
は
い
ま
だ
か
つ
て
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
多
く
の
困
難

と
の
対
峙
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
桐
生
市
の
魅
力
を
県
内

外
に
伝
え
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る

夏
の
最
大
イ
ベ
ン
ト
「
桐
生
八
木

節
ま
つ
り
」
も
、
本
来
で
あ
れ
ば

祭
り
の
熱
気
と
興
奮
を
市
民
の
皆

様
と
満
喫
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
も
開
催
中
止
と

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
ご
高
承
の
と
お
り
、
各
地
方
自

治
体
に
お
い
て
は
、
人
口
減
少
や

急
速
に
進
行
す
る
少
子
高
齢
化
、

さ
ら
に
は
景
気
の
動
向
も
安
定
せ

ず
、
地
域
産
業
に
お
い
て
は
依
然

低
迷
が
続
い
て
い
る
状
況
で
す
。

ま
た
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
に
よ

る
自
然
災
害
の
多
発
と
相
ま
っ
て
、

市
民
生
活
や
経
済
活
動
の
大
き
な

足
枷
と
な
る
コ
ロ
ナ
禍
と
、
課
題

は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
わ
れ
わ
れ
桐
生
市
議
会
に
お
き

ま
し
て
は
、
市
民
の
皆
様
か
ら
任

さ
れ
ま
し
た
議
員
と
し
て
の
職
責

を
全
う
す
る
た
め
、
日
々
、
議
会

改
革
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

中
で
も
、
早
稲
田
大
学
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
研
究
所
が
毎
年
行
っ
て
お
り

ま
す
「
議
会
改
革
度
調
査
２
０
１

９
」
に
お
い
て
は
、
委
員
会
調
査

活
動
の
充
実
が
大
き
く
評
価
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
機
能
強
化
部
門

で
全
国
第
１
位
、
総
合
で
全
国
第

４
位
と
い
う
非
常
に
高
い
評
価
を

頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
昨
年
５
月
に
は
、
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
要

望
書
」
を
各
常
任
委
員
会
に
お
い

て
取
り
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
桐
生

市
長
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
９
月
に
は
、
当
初
予
算
要
望
書

を
桐
生
市
議
会
の
総
意
と
し
て
桐

生
市
長
に
提
出
し
て
お
り
ま
す
。

　
ど
ち
ら
の
要
望
書
に
つ
き
ま
し

て
も
、
各
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、

多
く
の
市
民
の
皆
様
や
各
種
団
体

か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意
見
や
ご
要

望
を
踏
ま
え
、
丁
寧
に
協
議
を
重

ね
作
成
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ

の
困
難
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
、

市
民
の
皆
様
と
共
に
知
恵
を
絞
り
、

共
に
手
を
携
え
解
決
す
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
さ
ら
に
多
く
の
市
民
の
皆

様
と
の
対
話
を
重
ね
、
桐
生
市
の

桐生市議会議長　北川 久人

持
続
的
発
展
の
た
め
、全
力
を
傾
注

し
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
年
は
、
市
制
施
行
１
０
０
周

年
・
水
道
創
設
90
周
年
と
い
う
長

い
歴
史
の
節
目
の
年
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
、

決
意
を
新
た
に
し
て
、
市
政
の
さ

ら
な
る
発
展
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
ご
支

援
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
１
０
０
年
の

歴
史
を
刻
む
桐
生
市
の
新
た
な
歩

み
の
第
一
歩
と
な
る
令
和
３
年
が
、

皆
様
に
と
っ
て
幸
多
い
年
と
な
る

よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

3 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111



ウイルスを広げない
・�歯ブラシは個別に保管し、一緒にまとめないよ
うにする。コップは個別に使用。
・タオルの共用使用を避ける
・ゴミは密閉して捨てる
・�マスクをしていないときに咳やくしゃみをする
際は、ティッシュや肘の内側で口と鼻を覆う

帰宅してすぐに行いたいこと
・すぐに手洗い（水と石けんで30秒程度の手洗いや70％含有のアルコール消毒）やうがい、洗顔をする

・洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにする

・ウイルスを持ち込まないよう、衣服をすぐ着替える（毎日同じ衣類の着用を避ける）

・使用した不織布マスクは、部屋に持ち込む前に廃棄する

・布マスクなど再使用するものは、消毒か、洗剤などを使って流水で手洗いしてから、洗濯する

その他
・毎日、体温測定や健康観察を行う
・�高齢者や基礎疾患がある人は、重症化するリス
クが高いため、家庭内でも注意する
・�体調不良の人は、食事や寝る時は部屋を分け健
康観察する。お風呂は最後にする。

換気
・�室内は定期的に換気をする
・�共有スペースを含め、全ての部屋を換気する
（空気の「取り入れ口」と「逃げ口」を、対角
線上になるように開けるのがこつ）
・�換気をしながら加湿をし、適度に保湿する（湿
度40～60％を目安に、加湿器使用や洗濯物の室
内干しで保湿）

掃除
・�こまめに拭き掃除をする（床掃除は、ウイルス
が付着したほこりが舞わないよう気をつける。
ほこりや汚れがたまりやすい部屋の隅や壁を丁
寧に掃除するだけで、ウイルスの量は減らせ
る）
・�掃除前に窓は開けない（風が発生しないよう
に、できるだけゆっくりと動く）

消毒
・�共有部分（トイレ、ドアノブ、スイッチ、ベッ
ド柵など）を１日１回以上消毒する
・�市販の家庭用塩素系漂白剤を薄めて（0.05％に
希釈）拭いた後に水拭きをする、または70％含
有のアルコールを使用し消毒する
・トイレ使用後は手洗いかアルコール消毒をする

食事
・食事は短時間で会話は控える
・�大皿は避けて、料理は個々に盛り付ける
・食事は可能な限り真正面は避け、横並びに座る
・会話は食後にマスク着用にて行う

新型コロナウイルス感染防止対策のポイント
家庭内で心掛けたい感染予防策です。

感染リスクを少しでも取り除くために、家族内での協力をお願いします。

問い合わせ＝医療保険課地域医療係（☎内線 305）
キノピー
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新型コロナウイルス感染症に関する支援策を紹介します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を
支援するため、事業継続に意欲のある事業者に対し、
10万円を支給します。

■対象者
　以下の全てを満たす事業者
・�新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
（売上減少、経費増大、営業時間短縮など）
・�令和２年10月31日以前から事業を営み、事業継続
に意欲のある事業者
・�法人は、原則として市内に本店登記があり、市内に
店舗や工場などを置いていること。また、中小企業
基本法に規定する中小企業者であること。
　※�中小企業基本法に記載のない法人のうち、農事組
合法人、医療法人、社会福祉法人や士業の法人
（税理士法人、行政書士法人など）は、従業員
300人以下であれば対象とします。

・�個人事業者は、令和２年10月31日時点で市に住所
を有し、引き続き居住していること
　※�税務申告における主たる収入が事業収入（営業収
入、農業収入）である人が対象。農業収入は、青
色申告者か認定農業者のうち販売収入がある人に
限ります。

　※�特定の事業者に継続して専属し業務委託・請負を
受けて従事する個人事業者は対象外（外交員、検
針員、シルバー人材センターの業務請負者、乳飲
料販売員、スポーツ選手など）。

・�市税などに滞納がないこと（納税猶予の許可を受け
ている場合を除きます）
・�暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、経営に関
与していないこと

問い合わせ＝商工振興課事業継続支援金対策室（☎ 22‐ 7500）

・政治団体、宗教上の組織や団体でないこと
・�風営法に規定する風俗営業のうち、４号営業、５号
営業および性風俗関連特殊営業に該当しないこと
・�保育施設感染拡大防止事業および指定管理団体助成
事業における支援対象事業者ではないこと

■支給額
　１事業者あたり10万円(１回限り)

■申し込み
　１月12日（火）から２月26日（金）まで（当日消印
有効）に、必要書類を揃えて、郵送（〒376‐8501桐生
市役所）で、商工振興課（事業継続支援金対策室）へ。
　申請用紙は１月８日（金）から、市ホームページ、
総合案内所（市役所１階）、新里・黒保根支所、各公
民館で配布します。
※�感染拡大防止の観点から、申請は郵送のみとしま
す。問い合わせは電話で対応させていただきます。

■必要書類

法
人

①�桐生市事業継続支援金支給申請書

②�直近の決算書における「法人事業概況説明書」
の１ページ目の写し

③通帳の写し
個
人
（
青
色
申
告
者
）

①�桐生市事業継続支援金支給申請書

②�令和元年分「確定申告書第一表」の控えの写し

③�令和元年分「所得税青色申告決算書」の１・２ペー
ジ目の写し

④通帳の写し
個
人
（
白
色
申
告
者
）

①�桐生市事業継続支援金支給申請書

②�令和元年分「確定申告書第一表」の控えの写し

③�令和元年分「所得税申告収支内訳書」の１ペー
ジ目の写し

④通帳の写し

新型コロナウイルス対策
事業継続支援金
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　「事業者向けコロナ禍相談窓口」を３月まで延長しま
す。公益財団法人群馬県産業支援機構が派遣する、よ
ろず支援拠点コーディネーターが、国や県などが公募
する各種新型コロナウイルス対策事業や経営全般につ
いての相談を引き続き受け付けます。

■開設日
　３月 25日 (木 )までの、毎週火曜日と木曜日（祝
日を除く）

■時間
　午前９時から午後５時まで

■場所
　職業訓練センター内（相生町五丁目）

■相談方法
　専用電話（☎070‐ 4195‐ 4729）で相談に応じ
るほか、職業訓練センター内の相談室において面談で
の相談にも対応します（要事前予約）。

コロナ禍相談窓口の延長

　新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛な
どに対応するため、飲食店でテイクアウト（持ち帰
り）に取り組む際、使い捨てのプラスチック製容器が
使用されることが多く、廃棄量の増加が見込まれてい
ます。そこで、衛生面に配慮したうえで、リサイクル
などが可能なテイクアウト容器を導入する場合、１事
業者あたり10万円を上限として購入費に対する補助
金を交付します。

■対象者
　以下の全てを満たす事業者
・�法人の場合は、市内で飲食店事業を行う事業者
・�個人事業主の場合は、市内に住所を有する飲食店事
業者
・�事業を行うために必要な食品営業許可を受けている
こと
・�市税などに滞納がないこと（納税猶予の許可を受け
ている場合を除きます）
・�暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、経営に関
与していないこと
・�風営法に規定する風俗営業のうち、４号営業、５号
営業および性風俗関連特殊営業に該当しないこと

■対象となるテイクアウト容器（一例）
・�リサイクル可能な紙製容器（内側のビニールをはが
して古紙再生できるものなど）
・�バガス（さとうきびの搾りかす）紙や再生紙を使用
した容器

問い合わせ＝環境課環境保全係（☎内線 313・320）

・バイオマスプラスチック製の容器
　※�対象となる容器か否か不明瞭な場合は、購入前に
環境課までご相談ください。

■補助金額
　リサイクルなどが可能な容器の購入費全額。ただ
し、消費税相当額は除きます。１事業者あたりの限度
額は10万円です。事業費総額は限度額10万円×100
事業者であり、先着順となります。

■申し込み
　リサイクルなどが可能なテイクアウト容器を購入
後、３月19日（金）まで（当日消印有効）に、必要
書類を揃えて、直接または郵送で、環境課（市役所２
階、〒376‐8501桐生市役所）へ。
※�購入したい容器が対象か否か不明瞭な場合は、まず
環境課にご相談ください

■必要書類
・�申請書（申請用紙は環境課（市役所２階）、新里・
黒保根支所、市ホームページにあります）
・飲食店営業許可書の写し
・�リサイクルなどが可能なテイクアウト容器を購入し
たことがわかる領収書の写し
　※�領収書で判断できない場合は、販売者の発行した
明細（仕様書）を添付

　※�対象容器か否か不明瞭で、購入前に申請する場合
は、見積書を添付

・口座振込に係る通帳の写し

新型コロナウイルス対策
テイクアウト容器購入支援事業補助金
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市制施行 100 周年・水道創設 90 周年

市民手づくり記念行事を募集

　市制施行 100 周年・水道創設 90 周年記念にふさ

わしい市民の皆さんによる記念行事を募集します。

承認された事業は、ロゴマークの使用、市ホームペー

ジでのＰＲ、市有施設を利用する際の支援などが受

けられます。

募集行事＝桐生らしさを表現し、皆さんが自ら企画・

運営・実施する行事で、１月１日（祝）から令和４

年３月 31日（木）までに実施するもの

対象＝市民または市内の団体・事業者など

申し込み＝行事の周知を開始する 30日前までに、市

民手づくり記念行事承認申請書と必要書類を直接、

実施行事内容と関係する事務を取り扱う所管課へ。

※詳しくは、市ホームページでご確認ください。

問い合わせ＝総務課庶務担当（☎内線 534）

絹撚記念館企画展
“100年前の桐生”って、こんな感じ？！

　「100 年前の桐生なんて、田舎で不便だったんじゃ

ないの？」いえいえ、100 年前の桐生も暮らしやす

いまちだったのです。そんな桐生をご覧ください。

期間＝１月９日（土）～５月５日（祝）

時間＝午前９時～午後５時

場所＝絹撚記念館２階

入館料＝一般 150円、中学生以下 50円

※２月 13 日（土）・14 日（日）は「日本遺産の日」

協賛イベントとして入館料無料

問い合わせ＝絹撚記念館（☎ 44‐ 2399）

…遊園地、５月 10日（月）～ 21日（金）…市役所

玄関ロビー

募集写真＝遊園地（動物園は不可）で平成 20 年頃

までに撮影した写真。※写真は300dpi以上でスキャ

ン（写真を写真撮影したデータは不可）した J
ジェイ‐ペグ

-PEG

形式に限ります。解像度が低く展示に差し支える写

真は応募不可とします。写真は公開しますので、個

人が特定できる写真は、本人の同意を得られたもの

に限ります。

募集数＝ 200点（１人１点のみ、先着順）

申し込み＝２月１日（月）から 28 日（日）までに

直接またはＥメール（kirigaoka50@kiryu-piif.jp）

でアースケア桐生が岡遊園地（午前９時～午後４時、

火・水曜日は休園、☎ 22‐ 7580）へ。Ｅメールに

は①応募者氏名②年齢③住所④電話番号⑤写真のタ

イトル⑥コメント（50文字程度まで）⑦撮影された

年（不明な場合は大まかな年代）を記入。

　令和３年、アースケア桐生が岡遊園地（遊園地）

は開園 50周年を迎えます。これを機に遊園地の懐か

しい姿を振り返り、世代を超えて愛される遊園地を

未来に引き継いでいくため、遊園地で撮影した懐か

しい写真を募集し、展示します。応募者全員に参加

賞をプレゼントするほか、展示期間中の投票で得票

の多かった上位３点は、遊園地ホームページなどの

メイン写真として１年間使用します。

展示期間・場所＝４月 24日（土）～５月９日（日）

開園 50周年記念事業
アースケア桐生が岡遊園地 みんなで選ぶ！なつかし写真募集

市制施行 100 周年ふるさとキラキラフェスティバル
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令和３年１月１日時点で、桐生市に居住していた

税務署に確定申告書を提出する（確定申告をする）

令和２年中に収入があった（遺族・障害年金、雇用（失業）保険、傷病手当のみの人は「いいえ」へ）

1 か所からの給与収入のみだった

会社で年末調整をしている

医療費控除など控除を追加で受ける 65 歳以上である（昭和 31 年１月１日以前生まれ）

医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、障害者控除などを追加で受ける

市内に住む親族の税法上の扶養になっていた

公的年金収入のみだった

はい

はい

はいはい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

令和２年分 市民税・県民税の申告と相談
　市民税・県民税（市・県民税）の申告と相談を受け

付けます。下図を参考に、申告が必要かどうか確認し、

申告が必要な人は、期限内に必ず申告をしてください。

　申告内容をもとに、課税額や、国民健康保険税・後

期高齢者医療保険料・保育料などを決定します。申告

をしないと、課税内容の証明や保険料の算定などに影

響が出る場合があります。

問い合わせ＝税務課市民税担当（☎内線 226）、新里

支所市民生活課（☎ 74 ‐ 2212）、黒保根支所市民生

活課（☎ 96 ‐ 2111）

公的年金収入が 151 万５千円以下 公的年金収入が 101 万５千円以下

はい

１

いいえ

いいえいいえ

１月１日時点で居住していた市区町村へお問い合わせください。

１ … 市・県民税の申告は不要です。

… 市・県民税の申告が必要です。※２

※ 所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付
を受ける人は、確定申告が必要です。

※ 収入が給与と公的年金のみで、会社から桐生市へ給与支
払報告書が提出されている人は、収入の額によっては、
申告が必要ない場合があります。

判定結果

１ ２

２２

はい はいいいえ いいえ

いいえ

２ １

はい はいいいえ いいえ

１ １

はい いいえ

２ １

Q. 申告の必要があるかを調べるには？

下の、申告要否フローチャートをご確認ください。
税務課　加納主任

スタート
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　市・県民税の申告書は郵送でも受け付けます。申告会場は大変混み合うため、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点からも、可能な限り郵送での申告書提出にご協力をお願いします。

対象 必要書類など

申告者全員

申告書

※�社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導

　入に伴い、申告書には本人や扶養親族、事業専従

　者のマイナンバーを記載する必要があります。

所
得
が
あ
る
人

給与所得者 源泉徴収票、給与明細など

年金所得者 源泉徴収票

営業・農業・不動産所得 収支内訳書

雑・一時所得 収入金額・必要経費がわかる書類

配当所得 支払通知書、特定口座年間取引報告書など

控
除
を
受
け
た
い
人

社会保険料控除 支払額などの証明書、領収書など

生命保険料控除
控除証明書、支払額などの証明書

地震保険料控除

医療費控除 医療費控除の明細書

セルフメディケーション税制による医療

費控除の特例

セルフメディケーション税制の明細書および一定の取り組みを行った

ことを明らかにする書類

勤労学生控除 学生証、在学証明書など

障害者控除 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など

寄附金控除（イベントの中止などによる

チケット払戻請求権の放棄）
払戻請求権放棄証明書および指定行事証明書の写し

寄附金控除（上記以外） 受領証明書

申告時に必要なもの

申告方法
　３月 15 日まで（当日消印有効）に、申告書に必要

事項を記入のうえ押印し、収入や控除に関する各種証

明書（郵送の場合はコピー可）と併せて、郵送で税務

課市民税担当（〒 376 ‐ 8501 桐生市役所）へ。

　書類の内容を確認する場合がありますので、日中連

絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

　申告用紙は、税務課（市役所１階）、新里・黒保根支所、

市ホームページにあります。郵送することも可能です

ので、希望する場合は、税務課市民税担当へご連絡く

ださい。

　また、市ホームページから申告書が作成できます。

「桐生市　申告」で検索し、ぜひご利用ください。

Q. どうやって申告すればいいですか？

今年度は、郵送での申告がおすすめです。

税務課　峯岸主事
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期日 対象地区 時間
２月 ９日（火） 20区（下鶴ケ谷、山上、小林、武井、野）

午前９時～午後４時

10日（水） 21区（新川）
12日（金） 19区（赤城山、板橋、関、高泉、大久保、奥沢、上鶴ケ谷）
15日（月） 20区（下鶴ケ谷、山上、小林、武井、野）
16日（火） 21区（新川）
17日（水） 19区（赤城山、板橋、関、高泉、大久保、奥沢、上鶴ケ谷）
18日（木） 20区（下鶴ケ谷、山上、小林、武井、野）
19日（金） 21区（新川）
22日（月） 20区（下鶴ケ谷、山上、小林、武井、野）
24日（水） 21区（新川）
25日（木）・ 26日（金）市内全地区

新里支所（３階大会議室）

期日 対象地区 時間
２月 16日（火）～ 19日（金）

市内全地区
午前９時～午後３時

22日（月）～ 26日（金） 午前９時～正午

黒保根支所（１階フロア）※祝日を除く

　市役所と新里支所は混雑緩和のため、地区別での受け付けになります。今年度は公民館では

受け付けませんのでご注意ください。来場の際はマスクを着用し、できる限り少人数でお越し

ください。入場時に、検温と健康状態確認書を記入していただきます。

　咳・発熱などの症状のある人は、入場をご遠慮いただく場合があります。また、混雑状況に

より入場制限を行う場合もありますので、ご理解をお願いします。

▶ マイナンバーカードか番号確認書類（個人番号
通知カードと運転免許証など）

▶印（はんこ）
▶筆記用具

▶ 利用者識別番号（ＩＤ）が分かる書類（既に
ＩＤを取得している場合）

※ その他、控除などの必要書類は９ページをご
確認ください。

期日 対象地区 時間
２月 ９日（火）・ 10日（水）16区（川内町一～五丁目）

午
前
９
時
～
午
後
４
時

12 日（金）・ 15日（月）14区（梅田町一～五丁目）、17区（菱町一～五丁目）
16日（火）～ 19日（金）15区（相生町一～五丁目）
22日（月）～ 25日（木）12区（広沢町一～三丁目、桜木町）、13区（広沢町四～七丁目、広沢町間ノ島）
26日（金）

11区（境野町一～七丁目）
３月 １日（月）

２日（火）
１区（本町一～三丁目、横山町）、２区（本町四～六丁目）
３区（稲荷町、錦町一～三丁目、織姫町、美原町、清瀬町）

３日（水） ４区（新宿一～三丁目、三吉町一・二丁目、小梅町、琴平町）、５区（浜松町一・二丁目）
４日（木） ６区（仲町一～三丁目、川岸町、泉町、東町、高砂町、旭町）、７区（東一～七丁目）
５日（金） ８区（末広町、宮前町一・二丁目、堤町一～三丁目、巴町一・二丁目、元宿町）

８日（月）
９区（永楽町、小曽根町、宮本町一～四丁目、宮本町）
10区（東久方一～三丁目、西久方一・二丁目、天神町一～三丁目、平井町）

９日（火）～ 15日（月）市内全地区

桐生市役所（６階会議室）※土、日、祝日を除く。桜木町は12区、相生町一・二丁目は15区で組みました。

持ち物

Q.申告会場で相談と申告をしたい場合は？

今年度は、次の３か所で実施します。

税務課　須賀主事
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所得税などの 確定申告 を行う人へ

　所得税、個人事業者の消費税、贈与税の確定申告会

場を開設します。

期間＝２月 16 日（火）～３月 15 日（月）※土、日、

祝日を除く

相談受付時間＝午前８時 30 分～午後４時

相談開始時間＝午前９時から

場所＝桐生税務署４階会議室

※ 混雑緩和のため、「入場整理券」を配付します。入

場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願い

することもあります。

令和２年分確定申告会場
※ 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、本年

は還付申告の人の申告相談を２月 16 日（火）より

も前から受け付けています。

※確定申告会場においては、次の対策を実施します。

　・ ソーシャルディスタンス（社会的距離）に配慮し

た確定申告会場レイアウト

　・手指消毒液の設置、こまめな換気・消毒

　・ 来場者へのマスク着用などのお願い、入場時の検

温

　・職員における手洗い、マスク着用などの徹底

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォン（スマホ）

でも申告書が作成できます。

　年末調整済みで医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告をする人、

年末調整が済んでいない人、２か所以上の給与所得がある人、年金収入や副業な

どの雑所得がある人など、多くの人が「スマホ専用画面」をご利用いただけます。

　スマホ専用画面は、スマホやタブレットでも画面が見やすく、操作しやすくなっ

ています。令和２年分の確定申告では、感染防止の観点からも、ぜひご自宅から

スマホ申告をご利用ください。

いつでもどこでもできる！スマホ申告がおすすめです

　次に該当する人は市で申告できませんので、桐生税務署で申告してください。

▶準確定申告（死亡した人の申告）をする人

▶青色申告をする人

▶住宅借入金等特別控除の適用を受ける人

▶土地・建物の売却による収入があった人

▶株式の売却による収入があった人

▶雑損控除の適用を受ける人

▶繰越控除（純損失・雑損失）の適用を受ける人

▶先物取引による収入があった人

▶外国為替証拠金取引（FX）による雑所得があった人

▶肉用牛の売却による所得があった人

▶山林所得があった人

▶修正・更正の請求をする人

▶贈与税・消費税の申告をする人

税務署での確定申告が必要な人

スマホ専用画面イメージ

問い合わせ＝桐生税務署（☎ 22 ‐ 3121 自動音声に従い「２」を選択）
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桐生ガススポーツセンター
ネーミングライツスポンサー決定

　新たな財源を確保し、本市の財政の健全化に寄与
することを目的に募集していた市民体育館のネーミ
ングライツスポンサーが決定しました。
　施設の正式名称は変更しませんが、対外的な広報
やホームページなどで愛称を積極的に使用し、愛称
の定着を図ります。
愛称＝桐生ガススポーツセンター
スポンサー企業＝桐生瓦斯株式会社
契約期間＝１月１日～令和５年12月31日（３年０
か月）
命名権料＝１年あたり300万円（税別）
問い合わせ＝スポーツ振興課スポーツ施設管理係
（☎内線659）

２月開始コース
にっこり楽々教室参加者募集

　ストレッチ、体操、口
こうくう

腔機能向上トレーニングな
どを行います。楽しみながら体を動かし、元気な生
活を送りましょう。参加時は、マスクを着用してく
ださい。
　今年度初めて参加する人を優先しますが、９月・
10月・11月・１月開始コースに参加した人も申し
込みできます。
対象＝市内に居住する65歳以上の人※自宅で検温
し、37.５度以上または平熱より１度以上高い場合
や風邪の症状などがある場合には参加できません。
期日＝２月15日から３月15日までの毎週月曜日
時間＝午後３時～４時30分
場所＝ペアーレ桐生V

ヴィー

IE（宮前町）
募集人数＝15人（先着順）
持ち物＝飲み物、汗拭きタオル、室内運動靴、持っ
ている人はストレッチ用マット
申し込み＝１月７日（木）から、直接または電話で
健康長寿課長寿支援係（市役所１階、☎内線557）へ。

新里町デマンドタクシー
乗降場所が追加されます
　２月１日（月）から、新里町デマンドタクシー
「えがお号」の区域外乗降場所に、わたらせ渓谷鐵
道大間々駅と上毛電気鉄道赤城駅が加わります。
　利用には事前の予約が必要です。
　予約状況によっては、他の利用者との乗り合いや、
う回することもありますので時間に余裕を持って予
約してください。
　また、区域外乗降場所は、出発地と目的地の両方
に指定することはできませんので、ご注意ください。
利用時間＝午前８時30分～午後６時
申し込み＝利用希望日の前日から当日の利用希望時
間の30分前までに、電話で予約センター（☎0120
‐44‐2310、午前７時～午後７時）へ。
問い合わせ＝新里支所市民生活課（☎74‐2212）

※赤城駅を乗降場所とする場合は、通常の２倍の運
　賃がかかります。

運賃（１人あたり）

乗降場所
大人

（中学生以上）
小学生・障がい者・障
がい者に同伴する人

新里町内 300 円 150 円

恵愛堂病院 300 円 150 円

さくらもーる 300 円 150 円

大間々駅 300 円 150 円

赤城駅※ 600 円 300 円

区
域
外



桐生ガススポーツセンター
オープンします

　 １ 月 ８ 日 （ 金 ） に 竣 工 式 を 行 い 、 １ 月 ９ 日
（土）・10日（日）に市制施行100周年記念事業
「プロバスケットボールＢ２リーグ」を迎えてオー
プニングイベントを開催します。
　一般の使用開始日は、下の表のとおりです。

トレーニングルームをプレオープンします
▶トレーニングルームの見学
　プレオープン期間中は、自由に見学ができます
（受付で氏名などを記入する必要があります）。
期間＝１月11日（祝）～17日（日）
時間＝午前９時～午後９時（11日・17日は午後５
時まで）
▶初心者講習
　器具の取り扱いや使用上の注意事項などを説明す
る講習会を開催します。講習会を受講しなくてもト
レーニングルームは使用できます。
期間＝１月11日（祝）～17日（日）
時間＝①午前10時から②午後２時から③午後７時
から※③は12日～15日のみ
募集人数＝各回20人（先着順）
申し込み＝１月４日（月）から、直接、桐生ガスス
ポーツセンター（☎54‐5705）へ。

一般の使用開始日

メインアリーナ １月 11 日（祝）

サブアリーナ １月 11 日（祝）

トレーニングルーム １月 18 日（月） トレーニングルーム

認知症サポーター養成講座
参加者募集
　認知症サポーターとは、認知症についての正しい
理解と、できる範囲で認知症の人や家族を応援する
人々です。
　認知症になっても、地域でともに豊かな人生を送
るために、サポーターとしてできることを一緒に学
んでみませんか。
　受講後に、認知症サポーターの証であるオレンジ
リングを配布します。
期日＝２月18日（木）
時間＝午後７時～８時30分
場所＝市民文化会館スカイホール
講師
・群馬県認知症疾患医療センター（日新病院）吉村
　章医師

・群馬県認知症疾患医療センター（日新病院）若年
　性認知症支援コーディネーター堀田梢さん
募集人数＝50人（先着順）
申し込み＝１月７日（木）から、電話または申込書
をファクシミリで在宅医療介護連携センターきりゅ
う（☎32‐5222、ファクシミリ32‐5223）へ。申
込用紙は、健康長寿課（市役所１階）、在宅医療介
護連携センターきりゅう（元宿町）、市ホームペー
ジにあります。
問い合わせ＝健康長寿
課長寿支援係（☎内線
556・557）

▶認知症サポーター
　の証、「オレンジ
　リング」

メインアリーナ

13 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111
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子育て世帯対象の給付制度

　各手当の支給要件に該当すると思われる人で、認
定請求をしていない場合はご相談ください。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐
1150）、新里支所市民生活課（☎74‐2904）、黒
保根支所市民生活課（☎96‐2112）
▶児童手当
対象＝中学校３年生までの児童を養育している人

※所得が限度額以上の場合は、特例給付として、児
童１人あたり月額5,000円を支給します。
▶児童扶養手当
対象＝次のいずれかに該当する、児童を監護してい
る父または母や、父母に代わって養育している人

※父母が離婚、父または母が死亡・重度の障がい者
（障害者年金１級程度）・生死不明・１年以上遺
棄・１年以上拘禁・ＤＶ保護命令を受けた、母が未
婚、孤児など
支給期間＝児童が18歳に達する年の年度末まで。
ただし、精神または身体に一定以上の障害がある場
合は20歳未満まで。

▶特別児童扶養手当
対象＝精神または身体に一定以上の障害がある20
歳未満の児童を養育している人

※障害の程度により金額が異なります。

不妊・不育症治療費助成事業
申請はお済みですか
　医師が認めた不妊・不育症治療費の一部を助成し
ます。
　令和２年度中に治療を受けた場合は、３月31日
（水）までに申請してください。※同じ年度内に１
回のみ
対象＝次の全てに該当する人
１．戸籍上の夫婦
２．申請日の１年以上前から市内に居住
３．医療保険に加入している
４．市税などを滞納していない
▶不妊治療費助成金
　保険診療一部負担金と保険適用外医療費の合算額
の２分の１で、上限10万円。
　ただし、「群馬県不妊に悩む方への特定治療支援
事業」の助成を受けた場合は、対象医療費総額から
県の助成額を差し引いた額の２分の１で、上限10
万円。
▶不育症治療費助成金
　保険診療一部負担金と保険適用外医療費の合算額
の２分の１で、上限20万円。
問い合わせ＝子育て相談課母子保健係（☎43‐
2009）、新里保健センター（☎74‐5550）

福祉医療費助成制度

　加入する健康保険で
医療機関などを受診し
たときに、医療費の自
己負担額を市が助成す
る制度です。
　申請をもって認定と
なりますので、該当す
ると思われる人は事前
に医療保険課医療助成
係へご相談ください。
対象＝次の①～③のいずれかに該当する人
①15歳になる誕生日以後最初の３月31日までの
　子ども（４月１日生まれは15歳誕生日の前日
　まで）
②18歳になる誕生日以後最初の３月31日までの
　子ども（４月１日生まれは18歳誕生日の前日
　まで）を扶養している母子・父子家庭
③父母のいない18歳になる誕生日以後最初の３月
　31日までの子ども（４月１日生まれは18歳誕生
　日の前日まで）
問い合わせ＝医療保険課医療助成係（☎内線257・
272）

児童の年齢 児童１人あたりの月額
３歳未満 １万 5,000 円
３歳～小学校修了 １万円

（第３子以降は１万 5,000 円）

中学生 １万円

児童１人あたりの月額

１人目 ４万 3,160 円～１万 180 円

２人目 １万 190 円～ 5,100 円加算

３人目以降
（１人あたり）

6,110 円～ 3,060 円加算

等級 児童１人あたりの月額

１級 ５万 2,500 円

２級 ３万 4,970 円



令和３年度
定時制・通信制課程
入学相談会と入学検査

　桐生商業高校と桐生工業
高校の定時制課程、桐生高
校の通信制課程の入学相談
会と入学検査を実施します。
　また、定時制課程では募
集人数に満たない場合に再
募集や追加募集が行われる
ことがあります。転入学、
編入学の場合は、検査日などが異なります。
　なお、４月より、桐生女子高校の通信制課程は桐
生高校の通信制課程に引き継がれます。
検査内容＝面接、作文
応募資格＝中学校またはこれに準ずる学校を卒業し
た人（３月に卒業見込みを含む）
問い合わせ＝定時制課程…各高校、通信制課程…桐
生女子高校（☎32‐2181）

桐生高校

相談会
２月７日 ( 日 ) 10：00 ～ 12：00  ( 中学生対象 )
※２月１日（月）から願書と作文用紙を配布

願書受付
３月 11 日（木）～ 30 日（火） 9：00 ～ 16：00
３月 31 日（水）9：00 ～ 12：00

入学検査日
入学願書提出時
※事前に電話連絡が必要

定時制課程（再・追加募集する場合があります）

通信制課程
（問い合わせや願書配布などは、桐生女子高校へ）

桐生商業高校
（☎ 44‐ 2477）

桐生工業高校
（☎ 22‐ 7141）

相談会
２月 22 日（月）、
３月 18 日（木）
18：00 ～20：00

２月１日（月）・２日（火）
18：00 ～20：00

願書受付
２月 25 日（木） 9：00 ～ 16：00、
２月 26 日（金） 9：00 ～ 12：00

入学検査日 ３月９日（火）

令和３年度奨学資金
申し込みを受け付けます

　令和３年度分の奨学資金の申し込みを受け付けま
す。
　貸付金額は下の表のとおりで、年３回に分けて振
り込みます。
　奨学金は無利子で、卒業の翌月から貸付年数の２
倍に相当する期間内に返済していただきます。
対象＝次の全てに該当する人※選考あり
１．市内に住所がある世帯の人
２．大学、短大、高専、高校、専修学校（修学年数
　　２年以上）に在学中または入学予定
３．経済的理由で修学が困難
申し込み＝２月１日（月）から26日（金）までに、
申請書を直接、教育委員会総務課（市役所４階）へ。
申請用紙は、同課、境野・広沢・梅田・相生・川
内・菱・新里・黒保根公民館、市ホームページにあ
ります。
問い合わせ＝教育委員会総務課庶務係（☎内線
643）

区分 貸付金額（年額）

大学 40 万 8,000 円

短期大学生 30 万円

高等専門学校生 18 万円

高校 ９万 6,000 円

専修学校生
高等課程 ９万 6,000 円

専門課程 30 万円

貸付金額

消防隊出初式の中止

　桐生市消防隊出初式を、１月９日（土）に予定し
ていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の状況
を踏まえ、中止とさせていただきます。
問い合わせ＝消防本部総務課（☎47‐1701）

15 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111
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広報に広告を掲載しませんか

　令和３年度発行の広報きりゅう（４月号～令和４
年３月号）に掲載する、事業所や商店などの広告を
募集します。
掲載場所・掲載料・規格
■中ページに掲載
１号広告＝３万1,350円（縦４.５cm×横17.８cm）
２号広告＝１万5,620円（縦４.５cm×横８.８cm）
■裏表紙に掲載
３号広告＝４万1,800円（縦４.５cm×横17.８cm）
　各広告は、カラー（４色）刷りで、ページの下段

に掲載します。
広告枠の掲載数
　市政情報の提供の妨げにならない範囲で掲載を行
います。記事が多い場合は、掲載できないこともあ
ります。
申し込み
　２月１日（月）午前８時30分から、申込書に広
告原稿を添えて直接、魅力発信課（市役所２階）へ。
　申込用紙は同課、市ホームページにあります。
　申し込みに空きがある場合は、掲載を希望する号
の発行日の１か月前を期限に、随時、受け付けます。
問い合わせ＝魅力発信課広報広聴担当（☎内線
505）

予防接種業務用封筒の広告を募集

　高齢者肺炎球菌（定期）予防接種業務に係る専用
封筒に掲載する有料広告を募集します。
掲載規格＝１枠縦４cm×横９cm、黒１色で封筒裏
面に掲載
掲載料＝１枠２万3,050円
封筒の規格＝長形３号
募集枠数＝２枠
作成予定枚数＝5,000枚
使用期間＝４月から令和４年３月まで
応募条件＝納付すべき市税などを滞納していないこと
申し込み＝１月29日（金）までに、申込書を直接、
健康長寿課（市役所１階）へ。掲載基準や掲載順位
などは、桐生市公用封筒広告掲載要綱をご覧くださ
い。申込用紙と桐生市公用封筒広告掲載要綱は、同
課と市ホームページにあります。
問い合わせ＝健康長寿課成人保健係（☎内線276）

　　　　　　　　　　　　　　　　◀広告掲載箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　　のイメージ
　　　　　　　　　　　　　　　　  （封筒裏面）

自転車保険の加入が
義務化されます
　４月１日から、群馬県交通
安全条例が一部改正されます。
今回の改正点
１．自転車保険の加入が義務化
　全国で自転車事故による高額
賠償事例が増えています。誰で
も気軽に利用できる自転車だか
らこそ、万が一の事故に備え、
必ず自転車保険に加入してください。また、未成年
者が自転車に乗るときは、保護者が加入する必要が
あります。
　群馬県が認定した自転車保険については、県ホー
ムページをご確認ください。
２．自転車乗車用ヘルメットの着用は努力義務化
　自転車事故の致命傷は、６割以上が頭部損傷によ
るものです。ヘルメット着用により致死率が３分の
１以下になるとの統計もあります。自転車に乗ると
きは、ヘルメットを着用しましょう。
問い合わせ＝地域づくり課生活安全係（☎内線
465）

広報きりゅう令和２年12月号 20

内
線
３
６
６
）

桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

期
日
＝
12
月
19
日（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３

時
※
１
日
５
回
上
演

場
所
＝
桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

館（
有
鄰
館
内
）

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課（
☎

内
線
３
６
６
）

桐
生
え
き
な
か
市

期
日
＝
12
月
６
日
か
ら
27
日
ま
で

の
毎
週
日
曜
日

時
間
＝
午
前
９
時
〜
11
時
30
分
頃

※
売
り
切
れ
次
第
終
了

場
所
＝
Ｊ
Ｒ
桐
生
駅
南
口

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課（
☎

内
線
３
６
６
）

市
制
１
０
０
周
年
記
念
事
業

プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

Ｂ
２
リ
ー
グ

　

群
馬
ク
レ
イ
ン
サ
ン
ダ
ー

ズ
対
佐
賀
バ
ル
ー
ナ
ー
ズ

　
市
民
体
育
館
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

イ
ベ
ン
ト
で
す
。
来
場
者
に
応
援

グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

期
日
・
時
間
＝
①
令
和
３
年
１
月

９
日（
土
）午
後
５
時
か
ら
②
１
月

10
日（
日
）午
後
２
時
か
ら

場
所
＝
市
民
体
育
館

費
用
＝
大
人
…
２
４
０
０
円
〜
１

５
０
０
円
、
高
校
生
以
下
…
１
５

０
０
円
〜
５
０
０
円
※
当
日
券
は

割
増
料
金
に
な
り
ま
す
　
↖

場
所
＝
図
書
館
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
室

募
集
人
数
＝
各
日
と
も
25
人（
先

着
順
）※
申
し
込
み
は
１
日
の
み

申
し
込
み
＝
12
月
８
日（
火
）か
ら

電
話
ま
た
は
直
接
図
書
館（
☎
47

４
３
４
１
）１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
。

市
民
文
化
会
館
の
行
事

場
所
・
問
い
合
わ
せ
＝
市
民
文
化

会
館（
☎
22
９
９
９
９
）

▼
立
川
談
四
楼
座
長
公
演
き
り
ふ

寄
席
２
０
２
１

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
16
日（
土
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
開
演

費
用
＝
全
席
指
定
２
８
０
０
円
、

高
校
生
以
下
５
０
０
円
※
当
日
券

は
一
律
５
０
０
円
増
し

▼
群
馬
交
響
楽
団
ク
ラ
シ
ッ
ク
・

ス
ペ
シ
ャ
ル
　

　
ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ「
ピ
ア
ノ
協
奏

曲
第
２
番
」ほ
か
を
演
奏
し
ま
す
。

期
日
＝
令
和
３
年
２
月
６
日（
土
）

時
間
＝
午
後
３
時
開
演

費
用
＝
全
席
指
定
３
５
０
０
円
、

高
校
生
以
下
１
０
０
０
円
※
未
就

学
児
は
入
場
不
可
。
２
枚
以
上
ま

と
め
て
購
入
す
る
と
割
引
あ
り
。

桐
生
八
木
節
交
流
広
場

期
日
＝
12
月
５
日（
土
）・
19
日

（
土
）※
今
年
度
は
12
月
19
日
で
終

了時
間
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所
＝
本
町
三
丁
目
商
店
街
振
興

組
合
ト
ポ
ス

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課（
☎

対
象
＝
市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
し

概お
お
むね

55
歳
以
上
の
水
墨
画
初
心
者

募
集
人
数
＝
13
人（
先
着
順
）

費
用
＝
２
０
０
０
円

申
し
込
み
＝
12
月
９
日（
水
）か
ら

16
日（
水
）ま
で
に
直
接
、
費
用
を

添
え
て
中
央
公
民
館（
☎
47
４
３

４
３
）へ
。
※
月
曜
日
は
休
館

冬
の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

期
日
＝
12
月
20
日（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
〜
正
午

場
所
＝
自
然
観
察
の
森
駐
車
場

募
集
人
数
＝
15
人（
先
着
順
）

申
し
込
み
＝
12
月
７
日（
月
）か
ら
、

電
話
で
自
然
観
察
の
森（
☎
65
６

９
０
１
）へ
。
※
火
曜
日
は
休
園

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

期
日
＝
12
月
12
日（
土
）・13
日（
日
）

時
間
＝
午
後
２
時
〜
２
時
40
分

場
所
＝
図
書
館
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
室

募
集
人
数
＝
25
人（
先
着
順
）

申
し
込
み
＝
当
日
、
午
前
９
時
か

ら
入
場
券
を
図
書
館（
☎
47
４
３

４
１
）１
階
図
書
利
用
券
確
認
所

で
配
布
。

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

ク
リ
ス
マ
ス
特
別
投
影

期
日
＝
12
月
19
日（
土
）・20
日（
日
）

時
間
＝
午
後
２
時
〜
２
時
40
分

イ
ベ
ン
ト

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
の

講
座

申
し
込
み
＝
電
話
で
職
業
訓
練
セ

ン
タ
ー
（
☎
54
２
１
０
１
）へ
。

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
超
初
心
者
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン

講
座

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
14
日（
木
）

〜
29
日（
金
）※
休
講
日
あ
り

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30

分募
集
人
数
＝
10
人（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
２
９
３
０
円

申
込
締
切
＝
令
和
３
年
１
月
４
日

（
月
）

▼
将
来
に
備
え
る
！
財
テ
ク
入
門

講
座

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
27
日（
水
）

時
間
＝
午
後
６
時
30
分
〜
８
時
30

分募
集
人
数
＝
20
人（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
２
６
０
円

申
込
締
切
＝
令
和
３
年
１
月
15
日

（
金
）

シ
ニ
ア
の
た
め
の

水
墨
画
入
門
講
座

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
13
日

（
水
）・
20
日（
水
）・
27
日（
水
）、

２
月
３
日（
水
）・
10
日（
水
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所
＝
中
央
公
民
館

くらしガイド

広
告

人口と世帯（10月 31 日現在）

人口 108,619人 （ －111人）

男 52,377人 （  －60人）

女 56,242人 （  －51人）

世帯 49,739世帯 （   －5世帯）

（ ）内は前月比

申
し
込
み
＝
12
月
７
日（
月
）か
ら

群
馬
ク
レ
イ
ン
サ
ン
ダ
ー
ズ（
☎
０

２
７
‐
２
８
９
‐
９
５
６
２
）へ
。

発
達
相
談
会

　
４
歳
か
ら
中
学
生
ま
で
の
発
達

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

時
間
＝
各
日
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
４
時

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
子
育
て
相
談

課（
☎
43
２
０
０
０
）へ
。

〇
心
理
士
の
相
談

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
７
日（
木
）・

15
日（
金
）・
16
日（
土
）・
25
日（
月
）

〇
作
業
療
法
士
の
相
談

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
12
日（
火
）

〇
言
語
聴
覚
士
の
相
談

期
日
＝
令
和
３
年
１
月
21
日（
木
）

け
ん
こ
う
塾

　「
歯
な
し
じ
ゃ
ハ
ナ
シ
に
な
ら

な
い
！
お
口
の
健
康
を
守
ろ
う
」

と
題
し
、
歯
科
医
師
、
歯
科
衛
生

士
が
お
話
を
し
ま
す
。

期
日
＝
12
月
17
日（
木
）

時
間
＝
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

子
育
て

健
康

募
集
人
数
＝
30
人

申
し
込
み
＝
電
話
で
健
康
長
寿
課

（
☎
内
線
２
６
７
）へ
。

歯
科
訪
問
診
療

　
桐
生
市
歯
科
医
師
会（
歯
科
医

師
会
）で
は
、
自
宅
で
寝
た
き
り

の
人
や
心
身
に
障
害
が
あ
り
通
院

が
で
き
な
い
人
を
対
象
に
歯
科
訪

問
診
療
や
受
診
相
談
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

申
し
込
み
＝
申
込
書
を
直
接
歯
科

医
師
会（
堤
町
三
丁
目
、
歯
科
医

師
会
館
内
、
☎
45
１
３
９
７
）へ
。

申
込
用
紙
は
、
歯
科
医
師
会
、
健

康
長
寿
課
に
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
は
お
早
め
に

　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
が
本
人
負
担
な
し
で
受
け
ら

れ
る
期
限
は
12
月
28
日（
月
）ま
で

で
す
。
対
象
者
に
は
、
５
月
に
紫

色
ま
た
は
黄
色
の
封
筒
で「
各
種

検
診
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
受
診
券
」を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

接
種
を
受
け
る
際
は
保
険
医
療
機

関
に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
長
寿
課（
☎

内
線
２
６
７
）

関
連
団
体
か
ら
の

お
知
ら
せ

●
桐
っ
こ
市

期
日
＝
毎
週
土
曜
日
※
令
和
３
年

１
月
２
日
を
除
く

時
間
＝
午
前
９
時
〜
11
時

場
所
・
問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
地
方

卸
売
市
場（
☎
46
６
２
８
２
）

●
群
馬
大
学
公
開
講
座
サ
イ
エ
ン

ス
カ
フ
ェ
in
桐
生

　「
群
馬
大
学
前
身
校
で
物
理
を

教
え
た
人
た
ち
」と
題
し
、
群
馬

大
学
理
工
学
府
教
授
の
高
橋
浩
さ

ん
が
お
話
を
し
ま
す
。

期
日
＝
12
月
12
日（
土
）

時
間
＝
午
後
３
時
〜
４
時
30
分

場
所
＝
プ
ラ
ス
ア
ン
カ
ー
（
本
町

六
丁
目
）

費
用
＝
１
０
０
０
円（
飲
み
物
代

を
含
む
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
プ
ラ
ス
ア
ン

カ
ー
（
☎
０
８
０
‐
１
１
５
２
‐

０
０
８
３
） 

ま
た
は
専
用
申
込
フ

ォ
ー
ム（https://form

s.gle/
SZjT

eeuT
H

T
V

pjN
nQ

A

）へ
。

●
林
業
退
職
金
共
済
制
度（
林
退

共
）の
退
職
金
請
求
に
つ
い
て

　
林
退
共
制
度
加
入
者
で
退
職
金

請
求
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人
は
、

退
職
金
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
独
立
行
政
法
人
勤

労
者
退
職
金
共
済
機
構
林
業
退
職

金
共
済
事
業
本
部（
☎
０
３
‐
６

７
３
１
‐
２
８
８
９
）

●
警
察
が
行
う
犯
罪
被
害
者
支
援

　
犯
罪
の
被
害
者
や
そ
の
ご
家
族

の
た
め
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
群
馬
県
警
察
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
警
察
署
警
務

課（
☎
43
０
１
１
０
）

●
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週

間期
間
＝
12
月
10
日（
木
）
〜
16
日

（
水
）

　
北
朝
鮮
に
よ
る「
拉
致
容
疑
事

案
」な
ど
に
関
す
る
情
報
提
供
な

ど
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
警
察
署（
☎

43
０
１
１
０
）

●
桐
生
歴
史
文
化
資
料
館
企
画
展

示「
桐
生
出
身
の
俳
優
大
森
芳
雄

と
棟
方
志
功
の
長
男
棟
方
巴ぱ

り

じ
里
爾

の
交
友
」

期
間
＝
12
月
５
日（
土
）ま
で
※

月
・
火
曜
日
は
休
館

時
間
＝
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

場
所
・
問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
歴
史

文
化
資
料
館（
本
町
二
丁
目
、　
☎

46
７
２
４
６
）

広
告

21 桐生市役所　 　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111
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群馬県からのお知らせ
錦桜橋の工事に伴う通行規制
　群馬県の錦桜橋補修工事に伴い、県道の通行規制
が実施されます。規制区間は下の図のとおりです。
　車両については、桐生市内方面から伊勢崎方面は
通行止めになりますが、伊勢崎方面から桐生市内方
面への通行はできます。ただし、自転車と歩行者は
両方面とも通行できます。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力を
お願いします。
期間＝２月中旬～３月下旬（予定）
時間＝終日（予定）
※具体的な規制期間やう回路などは、工事看板でお
知らせします。
問い合わせ＝桐生土木事務所（☎53‐0121）、土
木課（☎内線613・614）

「日本遺産の日」展

　２月13日は、文化庁と日本遺産連盟が定める
「日本遺産の日」です。
　この日を記念し、群馬県の絹の歴史と文化を伝え
る日本遺産「かかあ天下―ぐんまの絹物語―」と、
その桐生市構成文化財を紹介する展示を行います。
　また、織物参考館”紫

ゆかり

”や桐生織物記念館などの各
構成文化財では、協賛イベントを行う予定です。な
お、２月13日（土）・14日（日）は、絹撚記念館
が入館料無料になります。
期間＝２月１日（月）～15日（月）※２月７日
（日）以外の土、日、祝日を除く。
時間＝午前８時30分～午後５時15分※２月７日
（日）は午前９時～午後１時
場所＝市役所玄関ロビー
問い合わせ＝観光交流課日本遺産活用室（☎内線
346・347）

国道 122号

◎

錦
桜
橋

桐
生
大
橋

中
通
り
大
橋

工事箇所
一方通行

市内の製造業者向け
オンライン商談会を開催
　桐生市の優れた製品の販路拡大のため、セレクト
ショップなどのバイヤーと市内製造業者をマッチン
グするオンライン商談会を２月下旬に開催します。
参加ショップなど（予定）
日本生活協同組合連合会（共同購入カタログ「もの
めぐり」）、中川政七商店（セレクトショップ）、
藤巻百貨店（セレクトショップ）
対象商品＝服飾雑貨、生活雑貨、衣服などの最終製
品※応募する商品数に制限はありません

申し込み
　商談を希望する事業者は、１月25日（月）まで
に専用エントリーシートを、商工振興課（市役所３
階）へ。専用エントリーシートは、同課と市ホーム
ページにあります。
※バイヤーが自社の取扱商品コンセプトなどと照ら
　し合わせる中で、商談する事業者や商品を絞らせ
　ていただく場合があります。
※商談するショップなどへ事前に商品サンプルを送
　付していただく場合があります。
問い合わせ＝商工振興課産業立地戦略担当（☎内線
582）

か
か
あ
天
下

ぐ
ん
ま
の
絹
物
語

群馬県では昔から女性が養蚕・製糸・織物で家計を支えてきまし
た。そんな働き者の妻のことを、夫（男）たちは、「おれのかかあは天
下一」と呼び、これが「かかあ天下」として上州名物になるととも
に、現代では内に外に活躍する女性像の代名詞になっています。

Kakaa Denka
In Jyoshu(present-day Gunma Prefecture), women supported their households by raising silkworms,and by prducing filature and 
textiles.The Jyoshu man proudly termed her "The Best Wife in the World".Thus, the image of the "kakaa denka woman"(a wife who 
controls the house) became popularized and now symbolizes a woman who takes an active role in the home or workplace.

Japan 
Heritage

平成28年度文化庁文化芸術振興費補助金
（日本遺産魅力発信推進事業）Gunma Prefecture

かかあ天下ぐんまの絹物語協議会

The Silk story of Gunma

構成文化財
白瀧神社（桐生市）
旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟（桐生市）
桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区（桐生市）
後藤織物（桐生市）
織物参考館“紫”（桐生市）
桐生織物会館旧館（桐生市）
旧小幡組製糸レンガ造り倉庫（甘楽町）
甘楽町の養蚕・製糸・織物資料（甘楽町）
甘楽社小幡組由来碑（甘楽町）
富沢家住宅（中之条町）
中之条町六合赤岩伝統的建造物群保存地区（中之条町）
永井流養蚕伝習所実習棟（片品村）

規制区間とう回路

　　　：う回路

　　　：工事箇所

17 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111
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中
小
企
業

支
援
施
策
説
明
会

　
経
済
産
業
省
関
東
経
済
産
業
局

職
員
が
経
済
産
業
省
関
連
の
予
算

の
概
要
、
各
種
補
助
金
申
請
の
要

点
な
ど
を
説
明
し
ま
す
。
桐
生
市
、

桐
生
信
用
金
庫
、
桐
生
商
工
会
議

所
の
連
携
事
業
と
し
て
行
い
ま
す
。

期
日
＝
２
月
３
日（
水
）

時
間
＝
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所
＝
桐
生
商
工
会
議
所
ケ
ー
ビ

ッ
ク
ホ
ー
ル

対
象
＝
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る

企
業
・
事
業
者

募
集
人
数
＝
80
人（
先
着
順
）※
各

事
業
者
１
人
ま
で

申
し
込
み
＝
電
話
で
商
工
振
興
課

（
☎
内
線
５
８
２
）へ
。

住
民
票
・
戸
籍
謄
本
な
ど

登
録
型
本
人
通
知
制
度

　
登
録
し
た
人
の
住
民
票
の
写
し

や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
、
本
人
の
代

理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
こ
と

を
通
知
す
る
制
度
で
す
。
委
任
状

の
偽
造
な
ど
、
不
正
請
求
や
事
実

関
係
を
確
認
で
き
ま
す
。

　
通
知
内
容
は
、
証
明
書
の
交
付

年
月
日
、
種
類
、
通
数
、
交
付
請

求
者（
代
理
人
ま
た
は
第
三
者
）の

種
別
で
す
。
登
録
期
間
は
、
登
録

日
か
ら
３
年
間
と
な
り
ま
す
。

お
知
ら
せ

対
象
＝
市
内
に
住
民
票
ま
た
は
本

籍
が
あ
る
人（
除
か
れ
た
人
も
含
む
）

申
し
込
み
＝
運
転
免
許
証
な
ど
、

本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て
、
直
接

市
民
課（
市
役
所
１
階
、
☎
内
線

２
４
５
）へ
。

傍
聴
で
き
ま
す

教
育
委
員
会
定
例
会

期
日
＝
１
月
19
日（
火
）、
２
月
２

日（
火
）

時
間
＝
午
後
２
時
か
ら
※
当
日
午

後
１
時
30
分
か
ら
１
時
45
分
ま
で

教
育
委
員
会
総
務
課
で
受
け
付
け

場
所
＝
正
庁（
市
役
所
２
階
）

募
集
人
数
＝
５
人（
先
着
順
）

問
い
合
わ
せ
＝
教
育
委
員
会
総
務

課（
☎
内
線
６
５
４
）

公
的
年
金

源
泉
徴
収
票
を
郵
送
し
ま
す

　
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
人
に
、

１
月
中
旬
か
ら
下
旬
ま
で
に
日
本

年
金
機
構
か
ら「
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
の
ほ
か
に
収
入
が
あ
る
な

ど
の
理
由
で
確
定
申
告
を
す
る
人

は
、
こ
の
源
泉
徴
収
票
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
紛
失
し
た
場
合
は
、

基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
を

用
意
の
う
え
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
に
は
税

金
が
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ

ら
を
受
給
し
て
い
る
人
に
は
源
泉

徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
＝
日
本
年
金
機
構
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０

‐
０
５
‐
１
１
６
５
）、
市
民
課 

（
☎
内
線
２
７
３
）

　

歳
に
な
っ
た
皆
さ
ん
へ

国
民
年
金
に
ご
加
入
を

　
国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と

き
、
病
気
な
ど
で
障
害
が
残
っ
た

と
き
な
ど
に
、
働
い
て
い
る
世
代

み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
目
的

で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
人
は
、
加
入
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

20
歳
到
達
後
、
日
本
年
金
機
構
か

くらしガイド

寄
付
金（
敬
称
略
）

８
月
26
日
～
11
月
30
日

受
け
入
れ

▼
ラ
ー
メ
ン「
も
ん
吉
」
／
５

万
８
８
６
０
円
▼
㈱
丸
山
工
業

／
計
15
万
円
▼
田
沼
孝
栄
／
５

万
円
▼
第
12
区
サ
ン
フ
レ
ン
ズ

／
６
万
６
５
０
０
円
▼
境
野
中

通
り
上
組
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル

ー
プ
／
２
万
円
▼
匿
名
２
人
／

計
２
０
０
万
円

▼
津
久
井
政
男
／
１
万
５
０
０

０
円
▼
植
松
賢
治
／
１
万
５
０

０
０
円
▼
河
合
毅
／
２
万
５
０

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

ふ
る
さ
と
桐
生

応
援
寄
附
金

０
０
円
▼
山
本
健
志
／
２
万
円
▼

大
澤
拓
郎
／
10
万
円
▼
多
田
裕

一
／
５
０
０
０
円
▼
伊
藤
美
里

／
１
万
円
▼
山
本
実
／
５
万
円

▼
花
城
安
徳
／
５
０
０
０
円
▼

佐
々
木
智
幸
／
１
万
５
０
０
０

円
▼
柳
沼
武
男
／
１
万
円
▼
野

口
裕
貴
／
１
万
円
▼
椿
貴
佳
／

計
７
万
円
▼
匿
名
１
１
２
人
／

計
２
０
３
万
円

物
品（
敬
称
略
）

10
月
４
日
～
12
月
15
日

受
け
入
れ

▼
桐
生
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所
／

足
踏
み
式
手
指
消
毒
液
ス
タ
ン

ド
１
台
▼
東
京
マ
イ
ク
ロ
㈱
／

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
２
台
▼
安
俊

典
／
本
68
冊
▼
阿
部
賢
二
／
町

内
野
球
大
会
優
勝
旗
・
優
勝
杯
、

球
審
マ
ス
ク
な
ど
▼
㈱
吉
野
商

店
／
ま
ご
の
手
１
０
０
０
個
▼

桐
生
水
産
物
買
受
人
組
合
役
員

一
同
／
正
月
用
品
セ
ッ
ト
▼
マ

ル
シ
ン
／
み
か
ん
、
野
菜
ほ
か

20

広
告



備
品
を
購
入
し
ま
し
た
。

購
入
備
品
＝
折
り
た
た
み
テ
ー
ブ

ル
…
第
11
区
地
域
連
合
会
、
エ
ア

コ
ン
…
川
内
町
二
丁
目
自
治
会
、

集
会
テ
ン
ト
・
音
響
機
器
一
式
…

第
22
区（
体
育
協
会
）、
音
響
機
器

一
式
・
会
議
テ
ー
ブ
ル
・
折
り
た

た
み
椅
子
…
第
八
区
町
会
長
・
自

治
会
長
会

問
い
合
わ
せ
＝
企
画
課（
☎
内
線

５
２
４
）

長
寿
セ
ン
タ
ー
な
ど

休
館
を
継
続
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
の
た
め
、
長
期
に
わ
た
り
休
館

と
な
っ
て
い
る
長
寿
セ
ン
タ
ー
な

ど
7
施
設（
美
原
・
川
内
・
境
野
・

東
長
寿
セ
ン
タ
ー
、
広
沢
老
人
憩

の
家
、
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ム
、
新

里
福
祉
セ
ン
タ
ー
）に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
再
開
の
見
通
し
が
立
た
な

い
状
況
で
す
。
今
後
、
コ
ロ
ナ
禍

が
終
息
し
、
十
分
な
安
全
性
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、

で
き
る
だ
け
早
く
再
開
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
、
利
用
者
の
皆
様
に

は
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

高
齢
者
が
感
染
し
た
場
合
の
リ
ス

ク
を
十
分
に
考
慮
し
、
市
民
の
生

命
、
健
康
を
守
る
こ
と
を
最
優
先

に
考
え
た
う
え
で
の
対
応
で
す
の

で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
長
寿
課（
☎

内
線
５
５
７
）

期
日
＝
２
月
４
日（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
１
時

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課（
☎
内
線

２
８
２
）

宝
く
じ
の
収
益
を
ま
ち
づ

く
り
に
生
か
し
て
い
ま
す

　
（
公
財
）群
馬
県
市
町
村
振
興
協

会
で
は
、
市
町
村
振
興
宝
く
じ
の

交
付
金
な
ど
を
財
源
と
し
て
魅
力

あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
助
成
事
業

を
利
用
し
、
集
会
施
設
や
地
域
の

ス
ポ
ー
ツ
文
化
振
興
の
た
め
次
の

期
限
が
２
か
月
以
上
残
っ
て
い
る

次
の
食
品
で
す
。

▼
米
、
缶
詰
・
瓶
詰
乾
物
、
イ
ン

ス
タ
ン
ト
・
レ
ト
ル
ト
食
品
、
菓

子
、
清
涼
飲
料
水
、
調
味
料

　

食
品
は
、
福
祉
課（
市
役
所
１

階
）、
新
里
・
黒
保
根
支
所
市
民

生
活
課
、
桐
生
市
社
会
福
祉
協
議

会
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
フ
ー
ド
バ
ン
ク
桐

生（
福
祉
課
内
、
☎
内
線
２
７
１
）

福
祉
シ
ョ
ッ
プ

　
市
内
の
障
害
者
施
設
で
作
ら
れ

た
製
品
の
販
売
で
す
。

▼
市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー

期
日
＝
１
月
14
日
・
21
日
・
28
日

の
各
木
曜
日

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
１
時
30

分▼
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階

ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
の

通
知
、
納
付
書
、
年
金
手
帳
な
ど

が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　
納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
一
括
納
付
で
割
引
と
な

る
お
得
な
前
納
制
度
の
ほ
か
、
学

生
や
所
得
が
少
な
い
な
ど
で
納
付

が
困
難
な
人
に
は
、
免
除
制
度
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
20
歳
到
達
時
点
で
、
厚

生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

に
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
＝
市
民
課（
☎
内
線

２
７
３
）、
桐
生
年
金
事
務
所（
☎

44
２
３
１
１
）

フ
ー
ド
バ
ン
ク
桐
生

食
品
を
ご
提
供
く
だ
さ
い

　
募
集
す
る
食
品
は
、
常
温
保
存

で
き
、
未
開
封
で
、
賞
味
・
消
費

意見提出手続（パブリックコメント）

※案は、担当課、魅力発信課、新里・黒保
根支所、市ホームページにあります。

案件名＝第３期桐生市耐震改修促進計
画（案）
募集期限＝１月15日（金）まで
担当課＝建築指導課（☎内線672）

案件名＝第３次桐生市環境基本計画
（案）
募集期限＝１月22日（金）まで
担当課＝環境課（☎内線318）

案件名＝桐生市農業集落排水事業経営
戦略（案）
募集期間＝１月13日（水）～２月12日（金）
担当課＝新里支所地域振興整備課（☎
74‐2218）

子ども医療電話相談

　休日や夜間（翌朝８時まで）に子
どもが急に具合が悪くなったとき、
相談に応じます。

☎♯８０００（短縮）

広
告

折りたたみテーブル
第 11区地域連合会

19 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111
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ン
グ（
カ
モ
）

期
日
＝
１
月
31
日（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
太
田
頭
首
工（
広
沢
町
六

丁
目
）

③
親
子
の
た
め
の
冬
の
生
き
も
の

観
察
会

期
日
＝
２
月
７
日（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
自
然
観
察
の
森

桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

期
日
＝
１
月
11
日（
祝
）・
16
日

（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３

時
※
１
日
５
回
上
演

場
所
＝
桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

館（
有
鄰
館
内
）

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課（
☎

内
線
３
６
６
）

桐
生
え
き
な
か
市

期
日
＝
１
月
10
日
か
ら
２
月
７
日

ま
で
の
毎
週
日
曜
日

時
間
＝
午
前
９
時
～
11
時
30
分
頃

※
売
り
切
れ
次
第
終
了

場
所
＝
Ｊ
Ｒ
桐
生
駅
南
口

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課（
☎

内
線
３
６
６
）

発
達
相
談
会

　
４
歳
か
ら
中
学
生
ま
で
の
発
達

子
育
て

民
謡
メ
ド
レ
ー
、
上
を
向
い
て
歩

こ
う
、
ほ
か
を
演
奏
し
ま
す
。

期
日
＝
１
月
28
日（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
30
分
か
ら

場
所
＝
市
民
文
化
会
館
シ
ル
ク
ホ

ー
ル

費
用
＝
全
席
自
由
５
０
０
円
※
事

前
販
売
は
回
数
券（
５
枚
つ
づ
り

２
０
０
０
円
）の
み

問
い
合
わ
せ
＝
市
民
文
化
会
館

（
☎
22
９
９
９
９
）

ア
ー
ス
ケ
ア
桐
生
が
岡
遊
園
地

お
年
玉
プ
レ
ゼ
ン
ト　

　

の
り
も
の
回
数
利
用
券（
１
１

０
０
円
券
）購
入
者
に
抽
せ
ん
で

お
菓
子
の
お
年
玉
を
３
日
間
合
計

１
０
０
人
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

期
日
＝
１
月
９
日（
土
）・
10
日

（
日
）・
11
日（
祝
）※
雨
天
中
止

問
い
合
わ
せ
＝
ア
ー
ス
ケ
ア
桐
生

が
岡
遊
園
地（
☎
22
７
５
８
０
）

自
然
観
察
の
森
行
事

申
し
込
み
＝
１
月
８
日（
金
）か
ら
、

電
話
で
自
然
観
察
の
森（
☎
65
６

９
０
１
）へ
。
※
火
曜
日
、
１
月

13
日（
水
）は
休
園

募
集
人
数
＝
①
・
②
は
各
15
人
、

③
は
４
組（
各
先
着
順
）

①
第
３
回
冬
の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ

ン
グ

期
日
＝
１
月
24
日（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
自
然
観
察
の
森
駐
車
場

②
第
４
回
冬
の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ

費
用
＝
２
６
０
円

申
込
締
切
＝
２
月
５
日（
金
）

▼
初
歩
か
ら
の
パ
ソ
コ
ン
入
門
講

座期
日
＝
２
月
８
日（
月
）か
ら
26
日

（
金
）ま
で
※
水
、
土
、
日
、
祝
日

を
除
く

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
11
時
30

分募
集
人
数
＝
10
人（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
３
３
３
０
円

申
込
締
切
＝
１
月
27
日（
水
）

▼
15
時
間
で
学
ぶ
！
ワ
ー
ド
・
エ

ク
セ
ル
基
本
講
座

期
日
＝
２
月
22
日
か
ら
３
月
26
日

ま
で
の
各
月
・
金
曜
日

時
間
＝
午
後
７
時
～
８
時
30
分

対
象
＝
文
字
入
力
の
で
き
る
人

募
集
人
数
＝
10
人（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
３
２
３
０
円

申
込
締
切
＝
２
月
３
日（
水
）

ワ
ン
コ
イ
ン
コ
ン
サ
ー
ト

津
軽
三
味
線
デ
ュ
オ
・

コ
ン
サ
ー
ト

　
輝き

＆
輝き

が
津
軽
じ
ょ
ん
が
ら
節
、

イ
ベ
ン
ト

出
前
講
座

「
乗
っ
て
残
そ
う
上
毛
線
！
」

　
上
電
沿
線
市
連
絡
協
議
会
で
は
、

地
域
の
生
活
路
線
で
あ
る
上
毛
電

気
鉄
道
の
利
用
促
進
の
た
め
、
出

前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
＝
上
毛
電
気
鉄
道
の
利
用
を

希
望
す
る
10
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ

問
い
合
わ
せ
＝
広
域
連
携
推
進
室

（
☎
内
線
３
８
６
）

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
講
座

申
し
込
み
＝
電
話
で
職
業
訓
練

セ
ン
タ
ー
（
☎
54
２
１
０
１
）へ
。

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

　
詳
し
く
は
、
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
医
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
医
療
事
務
講

座
・
仕
事
説
明
会
相
談
会
付

期
日
＝
２
月
17
日
・
24
日
、
３
月

10
日
・
17
日
の
各
水
曜
日

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
４
時

募
集
人
数
＝
10
人（
抽
せ
ん
）

費
用
＝
１
万
１
０
７
０
円

申
込
締
切
＝
１
月
29
日（
金
）

▼
将
来
に
備
え
る
！
退
職
後
の
人

生
設
計
講
座

期
日
＝
２
月
17
日（
水
）

時
間
＝
午
後
６
時
30
分
～
８
時
30

分募
集
人
数
＝
20
人（
抽
せ
ん
）

講
座

くらしガイド

広
告



人口と世帯（11月 30 日現在）

人口 108,476人 （ －143人）

男 52,320人 （  －57人）

女 56,156人 （  －86人）

世帯 49,739世帯 （   ±0世帯）

（ ）内は前月比

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
心
理
士
の
相
談

期
日
＝
２
月
５
日（
金
）・
６
日

（
土
）・
８
日（
月
）・
22
日（
月
）

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４

時場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
子
育
て
相
談

課（
☎
43
２
０
０
０
）

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

マ
イ
ナ
ス
１
歳
か
ら
の

む
し
歯
予
防

　
妊
娠
中
は
、
お
口
の
中
の
ト
ラ

ブ
ル
が
起
き
や
す
く
、
歯
周
病
が

進
行
す
る
と
早
産
な
ど
の
リ
ス
ク

が
約
３
倍
に
高
ま
り
ま
す
。
健
診

で
は
、
問
診
、
歯
・
歯
肉
の
状
態

の
検
査
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
、
母
子
手
帳
交
付

時
に「
妊
婦
歯
科
健
診
受
診
票
」を

お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
登
録
歯
科

保
険
医
療
機
関
に
予
約
し
、
受
診

票
を
持
っ
て
、
健
診
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

期
間
＝
妊
娠
期
間
中
※
出
産
後
は

受
診
で
き
ま
せ
ん

場
所
＝
登
録
歯
科
保
険
医
療
機
関

問
い
合
わ
せ
＝
子
育
て
相
談
課

（
☎
43
２
０
０
３
）

東
部
児
童
相
談
所

巡
回
相
談

　
療
育
手
帳
の
新
規
取
得
、
更
新

の
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

期
日
＝
２
月
18
日（
木
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
子
育
て
相
談
課（
☎

43
２
０
０
０
）へ
。

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　
こ
こ
ろ
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る

本
人
や
家
族
か
ら
の
相
談
に
、
専

門
医
師
が
応
じ
ま
す
。

期
日
＝
１
月
26
日（
火
）

時
間
＝
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
電
話
で
健
康
長
寿
課

（
☎
内
線
２
７
６
）へ
。

健
康

関
連
団
体
か
ら
の

お
知
ら
せ

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
で

働
く
皆
さ
ん
へ

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用

で
働
く
人
が
相
談
で
き
る「
特
別

相
談
窓
口
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

匿
名
で
の
相
談
に
も
応
じ
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分
※
土
、
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
労
働
局
雇
用

環
境
・
均
等
室（
☎
０
２
７
‐
８

９
６
‐
４
７
３
９
）

●
群
馬
県
最
低
賃
金

　
群
馬
県
最
低
賃
金
は
、
10
月
3

日
か
ら
、
時
間
額
８
３
７
円
に
改

正
さ
れ
、
群
馬
県
特
定（
産
業
別
）

最
低
賃
金
の
時
間
額
も
12
月
31
日

に
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

製
鋼
・
鉄
素
形
材
製
造
業
…
９
２

１
円
、
一
般
機
械
器
具
製
造
業
…

９
１
０
円
、
電
気
機
械
器
具
製
造

業
…
９
１
０
円
、
輸
送
用
機
械
器

具
製
造
業
…
９
１
０
円

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
労
働
局
労
働

基
準
部
賃
金
室（
☎
０
２
７
‐
８

９
６
‐
４
７
３
７
）

●
子
の
看
護
休
暇
や
介
護
休
暇

　
１
月
か
ら
子
の
看
護
休
暇
や
介

護
休
暇
を
時
間
単
位
で
取
得
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
労
働
局
雇
用

環
境
・
均
等
室（
☎
０
２
７
‐
８

９
６
‐
４
７
３
９
）

●
里
親
相
談
会

期
日
＝
１
月
20
日（
水
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館（
末
広
町
）

問
い
合
わ
せ
＝
東
部
児
童
相
談
所

（
☎
０
２
７
６
‐
５
７
‐
６
１
１
１
）

●
１
月
10
日
は「
１
１
０
番
の
日
」

　
相
談
な
ど
は
、
近
く
の
警
察
署

ま
た
は「
＃
９
１
１
０
」へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
警
察
署（
☎

43
０
１
１
０
）

●
群
馬
大
学
公
開
講
座
ア
ー
ト
カ

フ
ェ
in
桐
生

　
「
岩
宿
遺
跡
と
桐
生
周
辺
の
考

古
学
」と
題
し
、
岩
宿
博
物
館
前

館
長
の
小
菅
将
夫
さ
ん
が
お
話
を

し
ま
す
。

期
日
＝
１
月
９
日（
土
）

時
間
＝
午
後
３
時
～
４
時
30
分

場
所
＝
プ
ラ
ス
ア
ン
カ
ー
（
本
町

六
丁
目
）

費
用
＝
１
０
０
０
円

申
し
込
み
＝
電
話
で
プ
ラ
ス
ア
ン

カ
ー
（
☎
０
８
０
‐
１
１
５
２
‐

０
０
８
３
） 

ま
た
は
専
用
申
込
フ

ォ
ー
ム（https://form

s.gle/
SZjTeeuTH

TV
pjN

nQ
A

）へ
。

●
桐
生
歴
史
文
化
資
料
館
企
画
展

示「
市
制
施
行
１
０
０
年
桐
生
の

歩
み
」

期
日
＝
１
月
９
日（
土
）
～
３
月

28
日（
日
）※
月
・
火
曜
日
は
休
館
。

１
月
11
日
、
２
月
23
日
は
開
館
。

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所
・
問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
歴
史

文
化
資
料
館（
本
町
二
丁
目
、
☎

46
７
２
４
６
）

●
大
川
美
術
館
企
画
展
広
島
市
現

代
美
術
館
所
蔵
作
品
を
中
心
に

P

パ
ー
ト

art2

―
70
年
目
の
原
爆
の
図
―

期
日
＝
１
月
16
日（
土
）
～
３
月

14
日（
日
）※
月
曜
日
は
休
館

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
５
時
※

入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で

費
用
＝
一
般
１
０
０
０
円
、高
校・

大
学
生
６
０
０
円
、
小
・
中
学
生

３
０
０
円
※
小
・
中
学
生
に
付
き

添
う
保
護
者
は
２
人
ま
で
半
額
。

問
い
合
わ
せ
＝
大
川
美
術
館（
☎

46
３
３
０
０
）

広
告

21 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111
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くらしの便利ガイド

乳 幼 児 の 健 康 診 査 な ど 子育てぷらす

　きょうだい同士のけんかは毎日のよ
うにあり、やめさせたいと思いますよ
ね。しかし、自分の気持ちと相手の気
持ちに折り合いをつける練習になって
います。
　また、けんかをするということは、
自己主張をするようになったという、
お子さんの成長でもあります。けんか
やトラブルは将来の社会生活への練習
で必要なことだと思い、子育てをして
いけるとよいですね。

問い合わせ＝子育て相談課子育て支
援センター（☎46‐5031）

きょうだいの子育て
　新型コロナウ
イルス感染症拡
大防止のため健
康診査などが延
期・中止となる
場合があります。
対象者に通知を
送付しますので
ご確認ください。
　市ホームペー
ジや桐生ふれあ
いメールでも確
認できます。
問い合わせ＝子
育て相談課（☎
43‐2003、43
‐2009）

行事 期日 場所
３か月児健康診査 ２/10（水）

保健福祉
会館

（末広町）

７か月児健康診査
ステップアップ！離乳食
絵本を配布（ブックスタート事業）

２/24（水）

１歳児かみかみ教室 ２/５（金）
１歳６か月児健康診査 ２/17（水）
２歳児歯科健康診査 ２/26（金）
３歳児健康診査 ２/３（水）
育児相談 ２/19（金）
すこやか栄養相談 随時
もぐもぐ離乳食 ２/18（木）
3か月・７か月児健康診査
ステップアップ！離乳食
７か月児に絵本を配布（ブックス
タート事業）

２/25（木）
新里町
保健文化
センター１歳児かみかみ教室 ２/２（火）

３歳児健康診査 ２/15（月）
育児相談 ２/４（木）

各 種 相 談 案 内
相談・内容 期日・時間 場所 問い合わせ

市民相談
（日常生活全般の相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

市民相談室（市役所２階）
市民相談室（☎内線355・503）
※電話での相談にも応じます

無料法律相談
（弁護士による相談）
※２週間前から要予約（午前９
時～午後４時）

１月７日・14日・21日・28日、２月４日の
各木曜日、午前10時～正午

市民相談室（市役所２階）市民相談室（☎内線355・503）

１月12日（火）午前10時～正午 新里総合センター３階
新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

人権相談
（人権侵害や差別などに関する
相談）
行政相談

（国などの仕事への要望・苦情）

１月12日（火）・26日（火）
午後１時30分～３時30分

市民相談室（市役所２階）市民相談室（☎内線355・503）

１月４日（月）、２月１日（月）
午前９時30分～11時30分

新里総合センター３階
新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

１月20日（水）午前９時～11時 黒保根支所２階
黒保根支所市民生活課
（☎96‐2111）

消費生活相談
（消費生活の苦情や相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

桐生市消費生活センター
（保健福祉会館４階）

桐生市消費生活センター
（☎40‐1112）

労働相談
（職場のトラブルに関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時15分※電話相談のみ

ぐんま県民労働相談センター（☎0120‐54‐6010）

ぐんま若者サポート
ステーション出張相談
※対象＝15歳～49歳の人と家族

（働くことに関する相談）

１月19日（火）午前10時～午後４時
※要予約（水・木・金曜日の午前10時～
午後６時と第２・４土曜日の午前10時
～午後５時）

勤労福祉会館３階
ぐんま若者サポートステーショ
ン東毛常設サテライト
（☎0276‐57‐8222）

就職氷河期世代支援出張相談
※対象＝おおむね34歳～49歳の
人（働くことに関する相談）

１月18日（月）・25日（月）午前10時～午
後２時（1人45分間）※要予約

職業訓練センター 商工振興課（☎内線565）

コロナ禍相談窓口
（事業者向け経営相談） 火・木曜日（祝日を除く）※電話で要確認 職業訓練センター

専用電話
（☎070‐4195‐4729）

子育て相談
（子育て相談に関すること）

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分

保健福祉会館１階
子育て相談課（☎43‐2000、ko
sodatesodan@city.kiryu.lg.jp）

児童虐待通報
（児童虐待と思ったら） 24時間対応

群馬県東部児童相談所（☎0276‐57‐6111）
児童相談所全国共通ダイヤル（☎189「いち・はや・く」）

※福祉、介護、教育、育児などの相談には、それぞれの担当課で応じています。
※土、日、祝日は、群馬県東部児童相談所を除き、各相談業務、予約の受け付けとも行っていません。



※受診の際は各病医院などに事前に問い合わせください。休日当番医・接骨
院は変更になる場合があります。

救急病院案内テレホン ☎22‐0099（24時間対応）

時間＝午前８時30分～午後５時15分
休業日＝土、日、祝日、年末年始
※�市役所の延長窓口は休止しています。
※�市役所パスポート窓口は午前９時�
から午後４時30分までです。

日曜窓口（住民基本台帳・戸籍業務）
時間＝午前９時～午後１時

〇�市役所
期日＝�１月10日・17日、２月７日
〇�新里支所、境野・広沢・梅田・�
相生・川内・菱公民館
期日＝２月７日
※１月３日は実施しません。
※�マイナンバー業務は市役所で１月10
日と２月７日に、新里支所で２月７
日に受け付けます。

 １・２月  休日当番接骨院
時間：午前９時～午後３時
※接骨院により時間を延長する場合があります。
期日 接骨院（電話番号） 場所

１月１日
（祝）

近藤接骨院（72‐1455） みどり市大間々町
福間接骨院（44‐5100） 東七丁目

２日
（土）

藤倉接骨院（43‐5374） 境野町六丁目
のざわ接骨院（46‐8915） みどり市笠懸町

３日
（日）

武井接骨院（77‐1156） みどり市笠懸町
ひろさわ接骨院（46‐6633）広沢町六丁目

10 日
（日）

中村接骨院（32‐1878） 梅田町一丁目
みのる接骨院（55‐1511）相生町二丁目

11 日
（祝）

新井接骨院（44‐7577） 境野町四丁目
笠懸中央接骨院（76‐5914）みどり市笠懸町

17 日
（日）

岩崎接骨院（47‐2204） 東一丁目
ふえき接骨院（65‐5125）川内町四丁目

24 日
（日）

大川接骨院（44‐1151） 境野町一丁目
馬場接骨院（73‐7455） みどり市大間々町

31 日
（日）

桐生にしで接骨院（46‐9992）巴町二丁目
奥澤接骨院（76‐2036） みどり市笠懸町

2月7日
（日）

深澤接骨院（46‐2929） 境野町二丁目
くぼづか接骨院（77‐2112）みどり市笠懸町

市役所・支所業務時間

　１・２月　休日当番医   時間：午前９時～午後６時
期日 診療科目 病医院（電話番号） 場所

１月１日
（祝）

内・小児科 萩原医院（72 ‐ 1025） みどり市大間々町
循・内科 はせがわ循環器内科クリニック（44‐9041）新宿二丁目
整形外科 みやざわ整形外科（53 ‐ 1188） 相生町三丁目

２日
（土）

小児科 おのこどもクリニック（20‐7780）新宿三丁目
内・消化器内科 かぶらぎ内科クリニック（70‐7575）みどり市笠懸町
泌・内科 くりた医院（70 ‐ 7800） みどり市笠懸町

３日
（日）

児・皮膚科 しむらクリニック（52 ‐ 5253） 相生町一丁目
内科 石川内科クリニック（47 ‐ 3014）東五丁目
眼科 みなみ眼科（43 ‐ 3180） 境野町一丁目

10 日
（日）

児・耳鼻咽喉科 おりひめ医院（47 ‐ 1248） 織姫町
内科 五十嵐内科医院（22 ‐ 7043） 本町二丁目
婦人科 島村京子クリニック（55 ‐ 6611）相生町一丁目

11 日
（祝）

内・小児科 前川内科医院（53 ‐ 4114） 相生町二丁目
内科 細井内科医院（44 ‐ 3818） 浜松町一丁目
外・整形外科 こんどう整形外科ﾘﾊﾋ ﾘ゙ﾃｰｼｮﾝ科医院（44‐5066）仲町二丁目

17 日
（日）

内・児・循環器科 小暮医院（52 ‐ 6608） 相生町二丁目
外・内科 細野医院（74 ‐ 2300） 新里町新川
内科 坂本内科医院（44 ‐ 8989） 仲町一丁目

24 日
（日）

内・小児科 武井内科医院（53 ‐ 6060） 広沢町一丁目
内科 篠原クリニック（52 ‐ 6750） 相生町三丁目
婦人科 高橋産婦人科医院（53 ‐ 8531） 相生町二丁目

31 日
（日）

内・小児科 永田医院（22 ‐ 5122） 末広町
内科 かわうち内科クリニック（65‐6500）川内町三丁目
内科 みどり病院（76 ‐ 1110） みどり市笠懸町

２月７日
（日）

内・循・小児科 寺田内科小児科医院（77‐1100） みどり市笠懸町
外・内科 恵愛堂クリニック（74 ‐ 2311） 新里町新川
内科 北川内科クリニック（44 ‐ 7706）錦町二丁目

今月の納税
市・県民税…第４期
国民健康保険税…第７期
２月１日（月）が納期限です
コンビニエンスストアや銀行などのペイ
ジー対応ＡＴＭ、スマートフォンアプリ
からも納付できます。口座振替の利用
者は預貯金残高の確認をお願いします。

 休日緊急歯科診療所  ☎ 45 ｰ 1397
期日＝日曜日、祝日、年末年始
時間＝午前 10 時～午後２時 30 分
　　　※受診の際は、事前にご連絡ください。
場所＝桐生市歯科医師会館（堤町三丁目３‐２、
　　　赤岩橋堤町側交差点付近）

 平日夜間急病診療所  ☎ 47 ｰ 2501
期日 =月 ~土曜日（祝日を除く）
時間 =午後 7時 30 分 ~10 時 30 分
診療科目 =内科、小児科
場所 =桐生メディカルセンター 1階（元宿町）
※ 12月29日（火）から1月3日（日）まで�休診します

広
告

23 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111
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連載　「総合計画・総合戦略」を知る　第 10回

　市では、本戦略を推進し、人口減少克服・桐生
ならではの地方創生に取り組んでいます。
　今号は基本目標３について紹介します。

基本目標３「安心して結婚・妊娠・出産・
子育てができるよう、若い世代の希望を
かなえる」

「第２期桐生市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（３）

放課後子供教室（令和２年２月撮影）

　基本目標３
では、少子化
の流れに歯止
めをかけるた
め、結婚・妊娠・
出産・育児の
切れ目ない支
援を充実する
とともに、安
心して子育て
ができる環境
を整備します。

令和 2 年 8 月に運用を開始した
電子母子手帳アプリ「すくすく
キノピー」

橋
はしもと

本 銀
ぎ ん じ ろ う

治朗ちゃん
１歳４か月

（広沢町四丁目）

土
ど ば し

橋 敬
け い た

太ちゃん
１歳１か月

（本町三丁目）

小
お の で ら

野寺 麗
う る み

心ちゃん
３歳１か月

（新里町山上）

　また、桐生を好きな心豊かな子どもを育成する
ため、感性を育む特色ある教育の充実を図るとと
もに、学力向上や生徒指導などにおける教育課題
の解決につながる教育研究を推進します。
　この基本的な方向性の下、次の４つの具体的な

柳
やなぎい

井 塁
るいしん

心ちゃん
１歳２か月

（梅田町一丁目）

パチリいい顔

桐生っ子
　市内に居住する３
歳まで（申し込み
時）の桐生っ子を紹
介します。
問い合わせ＝魅力発
信課（☎内線505）

施策を展開します。
（１）結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援　
　の充実

（２）安心して子育てができる環境整備
（３）特色ある教育の充実
（４）教育研究・相談機能の充実
　各計画書は、市ホームページのほか、新里・黒
保根支所、各公民館でもご覧いただけます。
　次号は、基本目標４「広域的な視点かつ将来を
見据えた、地域の特徴に応じたまちづくり」につ
いて紹介します。
問い合わせ＝企画課企画戦略担当（☎内線 524）

広
告
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